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１ 本日のテーマ：

持続的な地域づくりの重要要素である地域脱炭素の実施優先順位
を上げるための情報の紹介、議論

★脱炭素をきっかけに、地域を元気にする。

★脱炭素を進めることで、ビジョン実現や課題解決に役立てる。

２ コンテンツ：

地域脱炭素の取組
・地域脱炭素をめぐる動向
・具体的取組事例
・支援ツール など

はじめにお伝えしたいこと
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地域脱炭素の取組
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2050年カーボンニュートラルの実現に向けたこれまでの取組

2050年カーボンニュートラルの表明（2020年10月）

2021年

2030年度温室効果ガス排出量46％削減目標の表明（2021年4月）

✓ 地球温暖化対策推進法の改正①（2021年6月）

 2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に位置づけ、地域と共生する再エネ導入を促進する制度創設

2022年

COP26@イギリス

COP27@エジプト

✓ 地域脱炭素ロードマップの策定（2021年6月）

地域・暮らしの脱炭素化を進めるための対策・施策の全体像等を提示

✓ 地球温暖化対策計画の改定（2021年10月閣議決定）

新たな2030年度温室効果ガス削減目標やその裏付けとなる対策・施策を提示

✓ 第６次エネルギー基本計画の策定（2021年10月閣議決定）
2030年46％削減に向けた具体的政策と2050年CNに向けたエネルギー政策の方向性を提示

✓ 地球温暖化対策推進法の改正②（2022年５月）

財投を活用した新たな出資制度の創設

GX実行会議の設置（2022年7月）

2023.4  G7気候・エネル
ギー・環境大臣会合＠札幌

2023年 ✓ GX実現に向けた基本方針のとりまとめ（2023年2月閣議決定）

脱炭素と経済成長を両立するグリーントランスフォーメーション実現のための方向性を提示

✓ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（ＧＸ推進法）の
成立（2023年５月）

✓ 脱炭素成長型経済移行推進戦略（ＧＸ推進戦略）の策定（2023年７月閣
議決定）

（参考)パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2019年６月）：
ゴールとしての“脱炭素社会”、対立から“環境と成長の好循環”へ、主要分野として“地域とくらし”を位置づけ
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：都道府県表明済

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体   2023年9月29日時点

◼ 東京都・京都市・横浜市を始めとする991自治体（46都道府県、558市、22特別区、317町、48村）が

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。
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R元.9 R2.10.26 現在（R5.9.29）（団体数）

166自治体

991自治体

4自治体

宣言自治体数の推移

＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体
（国のカーボンニュートラル宣言）

表明都道府県（46自治体） 表明市区町村（945自治体）
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すべての地方公共団体において求められる取組 ～ 「宣言」から「実行」へ

合同庁舎５号館内のPETボ
トル回収機

※ ZEB Oriented：30～40％以上の省エネ等を図った建築物
ZEB Ready：50％以上の省エネを図った建築物

※電動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハ
イブリッド自動車

太陽光発電
設置可能な政府保有の建築物

（敷地含む）の約50％以上に
太陽光発電設備を設置することを
目指す。

新築建築物
今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相

当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB 
Ready相当となることを目指す。 

公用車
代替可能な電動車がない場合等を除
き、新規導入・更新については2022
年度以降全て電動車とし、ストック
（使用する公用車全体）でも2030

年度までに全て電動車とする。

ＬＥＤ照明
既存設備を含めた政府全体
のＬＥＤ照明の導入割合を

2030年度までに100％と

する。

再エネ電力調達
2030年までに各府省庁で

調達する電力の60％以
上を再生可能エネルギー電
力とする。

廃棄物の３Ｒ＋Renewable
プラスチックごみをはじめ庁舎等から排出される廃棄物の3Ｒ+Renewable
を徹底し、サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に推進する。

政府実行計画（令和３年10月22日閣議決定）に盛り込まれた主な取組内容

■ 地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体実行計画（事務事業
編）を策定し、かつ、政府実行計画に準じた取組を行うことが求められている。
※ 政府実行計画では、2030年度までに50％削減（2013年度比）の目標を掲げ、以下の取組を記載。

 政府実行計画に含まれていない上下水道や廃棄物処理等については、各団体の実状にあった取組を適宜追加。
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地域脱炭素ロードマップ（2021年６月）対策・施策の全体像

⚫ 今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極支援

①2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」をつくる

②全国で、重点対策を実行（自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など）

⚫ ３つの基盤的施策（①継続的・包括的支援、②ライフスタイルイノベーション、③制度改革）を実施

⚫ モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成（脱炭素ドミノ）

2020 2030 20502025

5年間の集中期間に
政策総動員 脱

炭
素
で
強
靭
な
活
力
あ
る

地
域
社
会
を
全
国
で
実
現

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域

②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

★基盤的施策

2050年を
待たずに

「みどりの食料システム戦略」「国土交通グリーンチャレンジ」「2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等
の政策プログラムと連携して実施する
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（参考）脱炭素政策による成長型経済へ（GXに向けて）
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

カーボンプ
ライシング
によるGX
投資先行
インセン
ティブ

2030年代

2050

炭素に対する賦課金（2028年度～）

・化石燃料輸入者等を対象とした「炭素に対する賦課金」

制度の導入

試行（2023年度～）

・既に日本のCO2排出量の４割以上を

占める企業が賛同

規制の強化、諸制度の整備などによる脱炭素化・新産業の需要創出
（例.省エネ法、高度化法、建築物省エネ法などにおける基準強化や対象範囲の拡大、公共調達の導入など）規制・

制度

支援

官民投資の呼び水となる政府による規制・支援一体型投資促進策
（例.長期・複数年度、「産業競争力強化・経済成長」×「排出削減」を実現する分野を対象など）

GX-ETS

炭素に
対する
賦課金

排出量取引市場の本格稼働（2026年度～）

・更なる参加率向上に向けた方策の実行

・政府指針を踏まえた目標、民間第三者認証の要件化

・規律強化（指導監督、遵守義務等）

グリーン、トランジション・ファイナンス等の

環境整備・国際発信

国内

国内外

「GX経済移行債」（仮称）の発行

更なる発展

・2033年度から、段階

的な有償化（有償

オークション）

グローバル

アジア

サステナブルファイナンスの市場環境整備等

規制・支援
一体型

投資促進策

新たな
金融手法
の活用

国際展開
戦略

現実的なトランジションの取組をグローバルに拡大G7(日本開催)

G7をはじめとする国際枠組みを活用しグローバルなルールメイキングを主導、それにより日本技術を普及拡大

AZEC閣僚
会合を開催

技術フェーズなどを踏まえた、段階的な規制強化など

既存技術を中心に、より先行して投資する事業者を支援

新技術の商用化・立ち上げ支援

ブレンデッド・ファイナンス

の手法開発・確立

産業のトランジションやイノベーションに対する公的資金と民

間金融の組み合わせによる、リスクマネーの供給強化

クリーン市場の形成、イノベーション協力の主導（例.グリーン製品の国際的な評価手法等の確立、企業の削減貢献を評価する新たな価値軸の構築など）

AZEC構想の実現による、現実的なエネルギートランジションの後押し（例.AETIの加速的展開、JCMの推進、各国とのエネルギー協力（二国間・多国間協力等））

AZEC閣僚会合を継続（技術面、資金面、人材面等での手厚い支援と政策協調で、市場拡大による新技術拡大・コスト低減を図る）

今
後
１
０
年
間
で
１
５
０
兆
円
超
の
官
民
投
資

ブレンデッド・ファイナンスの確立・実施

GX経済
移行債
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◼ 地域脱炭素ロードマップに基づき、2025年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定
し、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行

◼ 農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮ら
しの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。

スケジュール

脱炭素先行地域とは

民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、
運輸部門や熱利用等も含めてその他の温室効果ガス排出削減も地域特性に応じて実施する地域。

脱炭素先行地域とは

民生部門の
電力需要量

再エネ等の
電力供給量

省エネによる
電力削減量＋＝

※今後の選定状況次第で、2025年度を待たずに募集を終了する可能性があります。

第1回選定 第２回選定 第３回選定 第４回選定 第5回選定（予定）

募集期間 ＜2022年＞
１月25日～２月21日

＜2022年＞
７月26日～８月26日 

＜2023年＞
２月７日～２月17日

＜2023年＞
８月18日～８月28日

＜2024年＞
令和６年２月頃

結果公表 ４月26日 11月1日 ４月28日 秋頃 未定

選定数 26（提案数79） 20（提案数50） 16（提案数58） - -
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脱炭素先行地域の選定状況（第１回～第３回）

◼ 第３回までに、全国32道府県83市町村の62提案が選定された。
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脱炭素先行地域選定事例

地元高校と連携した再エネ人材育成拠点へ
○鹿児島県日置市
ひおき地域エネルギー株式会社、太陽ガス株式会社、株式会社鹿児島銀行

地域の現状と課題 地域資源 取組

吹上地区における急激な人口減少と
吹上高校の定員割れの常態化

基幹産業の製造業が衰退傾向であり、
エネルギー価格の高騰による経営悪
化への対応が必要

国民健康保険に係る一人当たりの医
療費が高く、今後も増加傾向が想定
される

太陽光

既存再エネの
系統連係枠

高低差の小さい
地形

未利用地

低落差でも発電可能ならせん水車を活用した小水
力発電の導入や、既存風力発電の系統連係枠を
活用した太陽光発電の導入など、地域特性を踏ま
えた工夫により再エネを最大限導入

ひおき地域エネルギーの再エネ事業の拡大を図ると
ともに、吹上高校生へのEV自転車等のレンタルや
再エネ実地教育などを行い、雇用創出と再エネ人
材育成拠点の構築を目指す

日置市役所

東市来支所

日吉支所

重平山
風力発電

日置市

吹上支所

脱炭素先行地域(C.公共施設群を除く）

オフサイト太陽光発電
(吹上浜公園)

オフサイト太陽光発電
(日置クリーンリサイクルセンター※)

オフサイト太陽光発電
(今田公園付近)

B C

オフサイト太陽光発電【協調発電】
（重平山風力発電周辺）

オフサイト太陽光発電
（野田耕作放棄地）

オフサイト太陽光発電
（南薩鉄道跡地）

オフサイト小水力発電
（市内５地点）

(オフサイト太陽光発電)
野立て：1,038kW

オフサイト太陽光発電
（ふきあげ図書館）

(オフサイト太陽光発電)
野立て：261kW

(オフサイト太陽光発電)
野立て：444kW

(オフサイト太陽光発電)
野立て：470kW

(オフサイト太陽光発電)
野立て：1,996kW

(オフサイト太陽光発電)
野立て：1,877kW
(蓄電池)
1,400kWh

(オフサイト太陽光発電)
野立て：588kW

(オフサイト小水力発電)
神之川大田：126kW
永吉梅里：61kW
鍋谷：27kW
清藤：20kW
永吉ダム：47kW

永吉川水力発電

※日置市クリーンリサイクルセンターの所在地は鹿児島
市であるが、日置市の所有地に立地している（飛び地）。

持続的で活気ある地方小都市モデル
○長野県小諸市
株式会社シーエナジー、株式会社ＵＲリンケージ、国立大学法人信州大学、株式会社石本建築事務所、長野県厚生農業協同組合連合会浅間南麓こもろ医療セン
ター、独立行政法人都市再生機構

地域の現状と課題 地域資源 取組

コンパクトシティの形成による人口密度
の増加を踏まえたエネルギーセキュリ
ティ・防災性向上

市内に誘致している食品製造業者等
の産業廃棄物処理費の負担軽減

事業系生ごみの排出量減少等による
既設バイオガス発電の効率低下

生ごみ
(事業系・家庭系)

砂防ダム

農業用水

配水池

下水熱

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に
おいて、都市機能誘導区域に位置づけられているエ
リアにおいて、砂防ダムを活用した小水力等の再エ
ネの一体的なエネルギーマネジメントシステムや地
域マイクログリッドを構築

生ごみ由来バイオガス発電、水力発電の導入、下
水熱利用の促進など、市民・市内事業者等と連携
して地域のつながりを創出
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脱炭素先行地域選定事例

漁業振興×地域循環型村づくり
○青森県佐井村
佐井村漁業協同組合、株式会社さいエナジー

地域の現状と課題 地域資源 取組

集落が点在した村内の災害時の円
滑な情報伝達手段・自立電源確保

基幹産業である漁業の担い手確保や
水産物の高付加価値化等による産
業振興

新たな産業を創出することによる若年
層の働く場づくり

海岸漂着物

(プラスチックごみ)

小規模河川

一般廃棄物処分
場跡地

取次店
(地域新電力)

漁協と連携し、「海岸漂着物処理推進法」に基づ
き回収している海岸漂着物を樹脂燃料に再生利
用し、漁協水産加工場に設置する熱供給ボイラー
で活用することにより、水産物のゼロカーボンブランド
化とシビックプライドの醸成を図る

未利用地となっている一般廃棄物処分跡地に太陽
光発電を導入するとともに、小規模河川を活用した
小水力発電をPFI手法で導入し、「さいエナジー」
が村内に供給。

離島のレジリエンス強化
○新潟県佐渡市
新潟県

地域の現状と課題 地域資源 取組

島外からの化石燃料に依存し、災害
時等の電源喪失など大きなリスクを抱
える離島特有のエネルギー供給状況

トキとともに暮らす脱炭素・生物多様
性の島づくり

エネルギー代金の流出抑制、再エネ
関連の産業振興による雇用拡大、地
域経済の活性化

太陽光

多様な生物

耕作放棄地

市役所・支所・サービスセンター等への自家消費型
太陽光発電・蓄電池設置、耕作放棄地等を活用
したオフサイト太陽光発電やバイオマス発電の導入

再エネの供給とエネルギー需要のバランシングや施
設間の電力を融通するEMSの構築

道の駅「あいぽーと佐渡」において再エネ100％の
EVステーションを整備や、レンタカー事業者・宿泊
施設を対象にEVやEV充放電設備を導入

太陽光発電を設置した展望台
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地域脱炭素の推進のための交付金

2030年度目標及び2050年カーボンニュートラルに向けて、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対して、地域
の脱炭素トランジションへの投資として本交付金を交付し、概ね５年程度にわたり継続的かつ包括的に支援する。

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 （２）特定地域脱炭素移行
加速化交付金【GX】事業区分 脱炭素先行地域づくり事業 重点対策加速化事業

交付要件
○脱炭素先行地域に選定されていること
（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等）

○再エネ発電設備を一定以上導入すること
（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW以上、

その他の市町村：0.5MW以上）

○脱炭素先行地域に選定されている
こと

対象事業

１）CO2排出削減に向けた設備導入事業 （①は必須）
①再エネ設備整備（自家消費型、地域共生・地域裨益型）
地域の再エネポテンシャルを最大限活かした再エネ設備の導入
・再エネ発電設備：太陽光、風力、中小水力、バイオマス 等（公共施

設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る）
・再エネ熱利用設備/未利用熱利用設備：地中熱､温泉熱 等

②基盤インフラ整備
地域再エネ導入･利用最大化のための基盤インフラ設備の導入
・自営線、熱導管
・蓄電池、充放電設備
・再エネ由来水素関連設備
・エネマネシステム 等

③省CO2等設備整備
地域再エネ導入･利用最大化のための省CO2等設備の導入
・ZEB・ZEH、断熱改修
・ゼロカーボンドライブ（電動車、充放電設備等）
・その他省CO2設備（高効率換気・空調、コジェネ等）

２）効果促進事業
１）「CO2排出削減に向けた設備導入事業」と一体となって設備導入

の効果を一層高めるソフト事業 等

①～⑤のうち２つ以上を実施 （①又は②は必須）
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 ※
（例：住宅の屋根等に自家消費型太陽光発電設備を

設置する事業）
※公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る

②地域共生・地域裨益型再エネの立地
（例：未利用地、ため池、廃棄物最終処分場等を活用

し、再エネ設備を設置する事業）

③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の
ZEB化誘導

（例：新築・改修予定の業務ビル等において省エネ設備
を大規模に導入する事業）

④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
（例：ZEH、ZEH＋、既築住宅改修補助事業）

⑤ゼロカーボン・ドライブ ※
（例：地域住民のEV購入支援事業、EV公用車を活用

したカーシェアリング事業）
※ 再エネとセットでEV等を導入する場合に限る

民間裨益型自営線マイクログリッド等事
業

官民連携により民間事業者が裨益する自
営線マイクログリッドを構築する地域等におい
て、温室効果ガス排出削減効果の高い再エ
ネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援する。

交付率 原則２／３ ２／３～１／３、定額 原則２／３

事業期間 おおむね５年程度

備考
○複数年度にわたる交付金事業計画の策定・提出が必要（計画に位置づけた事業は年度間調整及び事業間調整が可能）
○各種設備整備・導入に係る調査・設計等や設備設置に伴う付帯設備等は対象に含む
○経済成長に資する地域の脱炭素への移行を加速化するための経費については、予算編成過程において検討する

【令和６年度要求額 66,000百万円（35,000百万円）】



地域の脱炭素化の推進

【対象事業】
 地方公共団体実行計画に基づいて行う公共施設等の
脱炭素化のための地方単独事業
（再生可能エネルギー、公共施設等のZEB化、省エネ
ルギー、電動車）

【事業期間】
令和７年度まで
（地球温暖化対策計画の地域脱炭素の集中期間と同様）

【事業費】
１，０００億円

公営企業については、脱炭素化推進事業債と同様の措置に加え、公営企業に特有の事業（小水力発電（水道事業等）
やバイオガス発電、リン回収（下水道事業）、電動バス（EV、FCV、PHEV）の導入（バス事業）等）についても措置
※ 専門アドバイザーの派遣（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）により、公営企業の脱炭素化の取組を支援

地方債市場におけるグリーンボンド等（ESG債）への需要の高まりを受け、初めて共同債形式でグリーンボンド
を発行（令和 ５年度後半発行予定、参加希望団体：42団体）

○  GX実現に向けた基本方針（令和５年２月10日閣議決定）において、地域脱炭素の基盤となる重点対策
（再生可能エネルギーや電動車の導入等）を率先して実施することとされるなど、地方団体の役割が拡大
したことを踏まえ、公共施設等の脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、新たに「脱炭素化推進事業
費」を計上し、脱炭素化推進事業債を創設

○  公営企業についても地方財政措置を拡充

○ 地方団体において、新たに共同債形式でグリーンボンドを発行

１．脱炭素化推進事業債の創設

２．公営企業の脱炭素化

３．地方団体におけるグリーンボンドの共同発行

対象事業 充当率 交付税措置率

再生可能エネルギー
（太陽光・バイオマス発電、熱利用等）

公共施設等のZEB化

90％

50％

省エネルギー
（省エネ改修、LED照明の導入）

財政力に応じて
30～50％

公用車における電動車の導入
（EV、FCV、PHEV）

30％

【地方財政措置】 脱炭素化推進事業債

※ 再エネ・ＺＥＢ化は、新築・改築も対象

総務省資料
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地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業
【令和４年度補正予算20億円、令和５年度当初予算20億円】

避難施設名：桑折町役場
導入設備 ：太陽光発電、蓄電池

＜令和４年福島県沖地震における活用状況＞
• 蓄電池に充電された電力を用いて、町役場の必要照明を確保し、

避難者の受入を実施。
• 避難者に対して携帯電話の充電スポットを提供。

宮城県美里町

写真提供：桑折町 写真提供：美里町写真提供：美里町

＜停電時＞ ＜蓄電池使用時＞

避難施設名：駅東地域交流センター
導入設備 ：太陽光発電、蓄電池

福島県桑折町

発災当時の桑折町役場の状況 発災当時の駅東地域交流センターの状況

避難施設への再エネ導入の事例
※前身の「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」による
支援事例

◼ 「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」
により避難施設等への再エネ設備等の導入を支援。

＜補助率＞
①都道府県・指定都市※ 1/3 ②市町村（太陽光発電またはコージェネレーションシステムを導入の場合）1/2
③市町村（上記以外の再エネ設備導入の場合）及び離島  2/3
※ 都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

＜令和４年福島県沖地震における活用状況＞
• 蓄電池へ充電した電力を用いて、避難所に必要な電力をまかない、

円滑に避難者の受入準備を実施。
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ここまでのポイント：
地域の課題を創生につなげるために“今”市町村が動き出している

１．町のビジョン/課題解決実現（総合計画、防災計画などと脱炭素の連動含む。）

➢ 災害時のレジリエンス強化（庁舎、病院、介護施設・・）/インフラの機能維持・住民の安全・安心

➢ 畜産廃棄物の処分問題/新たなエネルギー資源に

➢ 耕作放棄地・営農・林業の活性化と連動した再エネ/ 新規就業者の取り込みや収益力の向上

➢ ニュータウン（高齢化）の活性化/新たな価値創造・生産年齢人口の増加

➢ EV化と地域交通の再構築/well-beingなまちづくり・非常時の移動電源化

２．自治体の魅力向上/地域創生

➢ 地域資源の価値最大化/再エネによる電気料金の域内循環・子育て支援やまちづくりに

➢ 観光資源・観光地域の脱炭素化/ブランディングの強化・観光業の底上げ・交流人口の増加

➢ 住宅のZEH化、オフィスのZEB化/くらしの質の向上・エネルギーコスト低減・地元事業者の育成

➢ 再エネ電力を活用した事業者の誘致/企業に魅力ある環境・雇用創出

※個人的に整理した例示。
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参考資料
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地方自治体の状況に応じた取組と支援策のイメージ

⚫ 全国のモデルとなる先進
的な取組を行いたい

⚫ 2030年度目標の達成
に向け、着実に取組を
進めたい

⚫ まずは、手をつけやすい
取組から始めたい

脱炭素先行地域づくり
にチャレンジ

政府実行計画に準じた
取組を実施
例）太陽光発電50％以上、

新築ZEB化、LED100％、
電動車100％

住民・企業の脱炭素化
を支援 例）ZEH、ZEB、

ゼロカーボンドライブ

避難所となる公共施設等
に再エネ＋蓄電池を導入

⚫ まずは、しっかりとした
計画を作りたい

地域脱炭素・再エネ導入
のための計画を策定

地域脱炭素の推進のための
交付金（脱炭素先行地域づくり事業・
民間裨益型自営線マイクログリッド事業）
※最大60億円の支援

地域脱炭素の推進のための
交付金（重点対策加速化事業）
※最大20億円の支援

脱炭素化推進事業債（仮称）
※地方単独事業への地方財政措置
（最大45%の地方交付税措置）

地域脱炭素実現に向けた
再エネの最大限導入のため
の計画づくり支援事業

地域レジリエンス・脱炭素化を
同時実現する公共施設への
自立・分散型エネルギー設備
等導入推進事業

（状況） （取組） （支援策）
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令和4年度開始 令和5年度開始

32自治体 74自治体

東北ブロック(4県、7市町)

岩手県 岩手県、宮古市、一関市、矢巾町

宮城県 宮城県、仙台市、東松島市

秋田県 鹿角市

山形県 山形県

福島県 福島県、喜多方市

関東ブロック(4県15市町)

栃木県 栃木県、那須塩原市

埼玉県 さいたま市、入間市、新座市、白岡市

神奈川県 横浜市、相模原市、小田原市、厚木市、大和市、開成町

新潟県 新潟県、新潟市、妙高市

山梨県 山梨県

静岡県 静岡県、沼津市、富士市

中部ブロック(6県、16市町)

富山県 富山県、富山市、魚津市、氷見市、立山町

石川県 加賀市、津幡町

福井県 福井県

長野県 長野県、伊那市、東御市、安曇野市、箕輪町、高森町、小布施町

岐阜県 岐阜県、美濃加茂市、山県市

愛知県 愛知県、岡崎市

三重県 三重県、志摩市

中国ブロック(3県、9市町)

鳥取県 鳥取県

島根県 出雲市、美郷町

岡山県 岡山県、新見市、瀬戸内市

広島県 呉市、福山市、東広島市、   
廿日市市、 北広島町

山口県 山口県

四国ブロック(3県4市町)

徳島県 徳島県

愛媛県 愛媛県、新居浜市、鬼北町

高知県 高知県、高知市、土佐町

九州ブロック(6県、11市町村)

福岡県 福岡県、福岡市、北九州市、 
久留米市、糸島市、大木町

長崎県 長崎県、松浦市

熊本県 熊本県、荒尾市

大分県 大分県、中津市

宮崎県 宮崎県

鹿児島県鹿児島県、鹿屋市、南九州市、
宇検村

北海道ブロック(8市町)

北海道 札幌市、苫小牧市、登別市、当別町、 
喜茂別町、滝上町、士幌町、鹿追町

近畿ブロック(2県8市町)

滋賀県 滋賀県 

京都府 京都市、向日市、京丹後市  

大阪府 八尾市、河内長野市

兵庫県 宝塚市

奈良県 奈良県

和歌山県 和歌山市、那智勝浦町

重点対策加速化事業の計画策定状況

◼令和5年4月末現在、重点対策加速化事業として106自治体を選定（28県、78市町村）

※令和4年5月30日内示 13件
※令和4年7月14日内示 9件
※令和4年9月22日内示 7件
※令和5年3月14日内示 3件

※令和5年4月28日内示 74件
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◼ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）は、全国津々浦々で重点的に導入促進を図るべき屋根
置きなど自家消費型の太陽光発電やゼロカーボンドライブなどの取組を、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施
する場合に支援を行うものであり、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るもの

◼ 再エネ発電設備の一定以上の導入が必要（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW以上、その他の市町
村：0.5MW以上）

重点対策①
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

重点対策④
住宅・建築物の省エネ性能等の向上

重点対策②
地域共生・地域裨益型再エネの立地

重点対策⑤
ゼロカーボン・ドライブ

重点対策③
業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の
ZEB化誘導

⚫条例で独自に義務付ける基準量以上の再エネを導
入する約700施設への太陽光発電導入を支援。

⚫県内市町村と連携し、
JA等への木質バイオ
マス設備約60台の
導入を支援。

⚫県独自の高性能住宅「やま
がた健康住宅」600戸の
導入を支援。省エネ設備だ
けではなく、太陽光や蓄電
池の同時導入を支援。

⚫個人への車載型蓄電池75台
導入を支援（町の協調補助
あり）。災害協定を交わし、大
規模災害の際に非常用電源
として活用。

⚫警察駐在所をゼロカーボン駐在所としてZEB化

【京都府京都市の事例】 【高知県の事例】 【長野県の事例】

【山形県の事例】 【島根県美郷町の事例】

事業所の屋根置き太陽光発電設備

電気自動車からの外部給電やまがた健康住宅 資料）飯豊町

ビニールハウス用
バイオマスボイラー ゼロカーボン駐在所

重点対策加速化事業の取組例



（注１）売電を主たる目的とする場合、具体的には、発電量に占める売電の割合が50％を超えると見込まれる場合や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）
に基づくFIT・FIP制度の適用を受けて売電をする場合は、対象外。

（注２）ZEB基準相当（地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）における「ZEB基準」又は「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める
計画の実施要領」（令和３年10月22日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）における「ZEB Oriented相当」）に適合するための公共施設等の改修及びZEB基準相当の公共施設等の新

築・改築。
（注３）ZEB基準相当又は省エネ基準を満たすことについて第三者認証を受けている施設に係る事業であること。
（注４）省エネルギー基準（BEI（設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値。）が1.0以下（ただし、平成28年４月１日時点で現に存するものは、BEIが1.1以下。））に適合す

るための、公共施設等の改修事業。
（注５）「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」（防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策分）が該当。

脱炭素化推進事業債
公営企業債

（脱炭素化推進事業）
過疎対策事業債

防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業債

起債

充当率
90％

・地方負担額の1/2※に公営企業債（脱炭素
化推進事業）を充当（残余（地方負担額の
1/2）については、通常の公営企業債を充当）
※電動バス等の導入については増嵩経費

100％ 100％

交付税
措置

事業ごとに元利償還金の30～50%を基

準財政需要額に算入

事業ごとに元利償還金の30～50%を基準財
政需要額に算入

元利償還金の70％を

基準財政需要額に算入

元利償還金の50％
を

基準財政需要額に
算入

対象
事業

⚫ 地球温暖化対策推進法に規定する
地方公共団体実行計画（事務事業
編）に基づいて行う公共施設等の脱
炭素化のための以下の事業【単独】

（ｱ)再生可能エネルギーの導入注１

（ｲ)公共施設等のZEB化注２、３

（ｳ）省エネルギー改修注４

（ｴ）LED照明の導入
（ｵ）電動車等の導入（EV、FCV、PHEV）

⚫ 脱炭素化推進事業債と同様の事業のほか、
公営企業に特有の以下の事業

・小水力発電（水道事業・工業用水道事
業）【単独】

・バイオガス発電、リン回収施設等（下水道
事業）【単独・補助】

・電動バス等の導入（EV、FCV、PHEV）
（交通事業（バス事業））【単独】

過疎市町村が市町村計画に基
づいて行う以下の事業
⚫太陽光、バイオマスを熱源とす

る熱その他の再生可能エネル
ギーを利用するための施設で
公用又は公共の用に供するも
のの整備【単独・補助】注１

⚫過疎債の対象施設の整備とし
て行われる省エネ設備の導入
【単独・補助】

「防災・減災、国土強
靱化のための5か年
加速化対策」（令和2
年12月11日閣議決

定）に基づく補助事
業注5

地域脱炭素化事業への活用が考えられる地方財政措置

地域脱炭素事業に活用が考えられる地方財政措置

20
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総務省資料
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総務省資料
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地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率

◼ 令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」によると、全国の地方公共団
体実行計画（区域施策編）の策定率は34.0%であり、都道府県別では下記の通り。
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地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事
業（第1号事業）

地域脱炭素実現に向けて地域に根ざした再エネを導入するため、地方公共団体が地域の関係者と連携して、地
域に適した再エネ設備導入の計画、再エネ促進区域の設定、再エネの導入調査、持続的な事業運営体制構築

する取組を支援する。 【令和５年度予算 ８億円の内数／令和４年度第２次補正予算 ２２億円（令和４年度当初予算 ８億円の内数）】

1号事業
事業区分

①地域の再エネ目標と意欲的な脱
炭素の取組の検討による計画策定
支援

②再エネ促進区域の設定等に向
けたゾーニング支援

③公共施設等への太陽光発電設
備等の導入調査支援

④官民連携で行う地域再エネ事業の実
施・運営体制構築支援

対象事業
概略

詳細な要件等は、
公募情報を参照し、
ご確認ください。

2050CNを見据えた地域の再エネ
導入目標及びその実現に向けた施
策等を策定する事業（下記）であ
ること。（以下、Ⅱ・Ⅲの実施必須）
Ⅰ．地域情報分析及び将来推計
Ⅱ．再エネ導入及びその他脱炭素に

資する目標の作成
Ⅲ．作成した目標及び脱炭素実現の

ための施策の構想
Ⅳ．Ⅱ・Ⅲの実現に向けた指標及び

体制の構築

円滑な再エネ導入のための促進
区域設定等に向けたゾーニング等
の取組を行う事業（下記）であ
ること。
Ⅰ．既存情報の収集
Ⅱ．追加的環境調査等の実施
Ⅲ．有識者、利害関係者、

地域住民等の意見聴取
Ⅳ．ゾーニングマップ案の作成

所有公共施設への太陽光発電設
備導入可能性調査（下記）であ
ること。（以下、Ⅲの実施必須）
Ⅰ．地域特性、環境特性等
Ⅱ．建物への負荷及び発電設

備の規模等
Ⅲ．発電量・日射量・導入可

能量・位置・方法等（下限
数設定あり）

Ⅳ．再エネ導入による地域経
済・社会への効果等の分析、
導入手法・設置コスト評価

地域が主導し、官民連携で、地域に裨益
するような事業形態によって、地域に賦存
する再エネの活用が継続的に促進され、
地域が抱える多様な課題の解決にも同時
に貢献する事業に係る実施・運営体制の
構築を行う事業（下記）であること。
下記Ⅰ～Ⅳは調査・検討
Ⅰ．需要・供給可能エネルギー
Ⅱ．需給管理方法・システム
Ⅲ．スキーム・体制構築
Ⅳ．事業採算性
Ⅴ．関係者合意のための協議会
Ⅵ．実施・運営体制の構築

交付率 ３／４、２／３、１／2※１ ３／４ ３／４ ２／３、１／２、１／３※２

補助上限 800万円 2,500万円 800万円 2,000万円

補助対象 地方公共団体 地方公共団体
地方公共団体（共同実施に限
り民間事業者も対象）

地方公共団体（共同実施に限り民
間事業者も対象）

実施期間 令和３年度～令和７年度 令和３年度～令和７年度 令和４年度～令和７年度 令和３年度～令和７年度

補助事業
終了後

2年度以内に区域施策編に反映
・3か月以内に結果の公表
・2年以内に区域施策編への促進
区域等の反映

・調査結果を踏まえた再エネ導入
状況の公表
・2年以内に実行計画への調査結
果の反映

2年以内に事業活動を開始

※１当該地方公共団体の財政力指数及び当該地方公共団体が都道府県・政令指定都市・中核市・施行時特例市かにより、補助率が異なる。
※２当該地方公共団体、地域金融機関、地元企業・団体、一般市民等の出資有無及び出資率により、補助率が異なる。



株式会社 脱炭素化支援機構の活用による民間投資の促進

○再エネ・蓄エネ・省エネ、資源の有効利用等、
脱炭素社会の実現に資する幅広い事業領域を対象。

○出資、メザニンファイナンス（劣後ローン等）、
債務保証等を実施。

組織の概要

【出資金】217億円
○民間株主（85社、108.5億円）：
・金融機関：日本政策投資銀行、３メガ銀、
地方銀行など58機関

・事業会社：エネルギー、鉄鋼、化学など27社

○国（財政投融資等、108.5億円）
・R5：最大600億円（産業投資と政府保証の合計）

・R6要求額：最大600億円（産業投資と政府保証の合計）

株式会社 脱炭素化支援機構

出資・メザニン・
債務保証等

出資

金融機関・企業等

出資・融資

【エネ起CO2削減以外】
⚫ 資源循環
（廃棄物焼却CO2削減）
⚫ 森林吸収源対策

【エネルギー起源CO2削減】
⚫ 再エネ・省エネ設備
⚫ 再エネ・省エネ設備とその他の設備
を一体で導入する事業

⚫ 普及拡大段階の大規模事業

各種認可、監督命令
支援基準策定

環境大臣

投
資
分
野

金融機関・
企業等

財政投融資
（産業投資）

出資

脱炭素に資する多様な事業への投融資（リスクマネー供給）を行う官民ファンド
「株式会社 脱炭素化支援機構」設立

（地球温暖化対策推進法に基づき2022年10月28日に設立）

支援対象・資金供給手法

（想定事業イメージ例）
・地域共生・裨益型の再生可能エネルギー開発
・火力発電のバイオマス・アンモニア等の混焼

・プラスチックリサイクル等の資源循環
・森林保全と木材・エネルギー利用 等

脱炭素に必要な資金の流れを太く・早くし、地方創生や人材育成など価値創造に貢献 25



株式会社脱炭素化支援機構（JICN）支援決定 公表済案件一覧

◼ 現時点で公表済となっている株式会社脱炭素化支援機構の支援決定案件は９件となっています。

名称 概要 支援形態 出資形態 支援公表日

WOTA（株）
従来型の大規模上下水道施設に代わる小規模分散
型水循環システムの開発、製造、販売。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 3月24日

（株）ゼロボード
事業者の脱炭素対策の策定を支援するGHG排出量
の算定・可視化のシステムを開発、提供。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 3月24日

（株）コベック
地元の食品廃棄物を活用したメタン発酵処理及びそ
のバイオガスを用いた発電事業を実施。

地域プロジェクト(SPC)支
援

劣後ローン 3月31日

エレファンテック（株）
電子回路基板の製法として、金属をナノインク化して必
要な部分のみに直接印刷する独自技術を開発、販売。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 ５月９日

Oishii Farm
Corporation

日本の農業技術（種苗・ハウス栽培・受粉等）を活
用し、米国ニューヨーク近郊の垂直型植物工場にてイ
チゴを生産・販売する事業を展開。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 ６月16日

（株）パワーエックス
再エネを普及するための蓄電池、ソフトウェア、電力供
給をワンストップで提供。ＥＶチャージャーステーションの
普及・拡大。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 7月3日

エクセルギー・パワー・シ
ステムズ㈱

電力ネットワークにおいて大容量かつ短時間での応答
が可能なパワー型蓄電池システムの製造・販売、O＆
M、分散型バックアップサービスの提供。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 7月14日

㈱クリーンエナジーコネ
クト

耕作放棄地等を活用したNon-FIT太陽光発電所の
開発～運営、非FIT太陽光卸供給事業、オフサイト
PPA、再エネ調達コンサル業などを手がける。

プロジェクトファイナンス 劣後ローン 8月4日

（株）坂ノ途中
環境負荷の小さい有機農業に取り組む生産者と提携
し、農産物の宅配・販売事業を展開。東南アジアの山
間地域における高品質コーヒーの栽培。

コーポレート
（スタートアップ支援）

優先株 8月31日
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グローバル経済リーダーの認識

感染症

人間による自然破壊

自然資源の危機

債務危機

地政学的対立

気候変動対策の失敗

異常気象

生物多様性の損失

社会的一体性の逸失

生計の危機

次の10年で世界レベルで最も深刻なリスク

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

（出所）World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2021-2022

■経済 ■環境 ■地形学 ■社会学 ■技術

◼ダボス会議のグローバルリスク報告書2023 「今ほど変化のペースが速い時代は
過去になかった。だが今後、今ほど
変化が遅い時代も二度とこないだ

ろう。」
 トルドー首相（19年のダボス会議に

て）

「温暖化の時代は終わり、地球が
沸騰する時代がきた。」「異常気象
がニューノーマルになってしまってい

る。」
 グテレス国連事務総長（23年7月

WMO公表データを受け）

「この10年間に行う選択や実施する

対策は、現在から数千年先まで影
響を持つ。」

IPCC（最新の科学的知見をまとめ
た23年3月第6次統合報告書）
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パリ協定に基づく成長のための長期戦略

１．基本的な考え方

〇環境と成長の好循環の実現

気候変動問題の解決は、従来の取組の延長では実現困難。ビジネスの力を最大限活用すること、脱炭素化の取組資金が循環する仕

組を構築していくことが重要。供給側の改革だけでなく、脱炭素化の流れと整合的な新たな需要を創出することも必要。

〇将来に希望の持てる明るい社会に向けて

我が国が目指す脱炭素化社会は、将来に希望の持てる明るい社会でもあるべき。それぞれの目指す社会の姿を描き、それに向

かって行動を起こすことが重要。その要素として、SDG、地域循環共生圏など。

２．各部門の長期的ビジョンと対策・施策の方向性

〇地域・くらし

人口減少・少子高齢化が進むわが国では、その地域の人達がそこに住み続けられるよう、地域経済循環を促し、地域の活性化につな

がることにより、特に地域の力を高める成長戦略が重要となる。

地域脱炭素は、地方の成長戦略として、地域の強みをいかした地域の課題解決や魅力と質の向上に貢献する機会である。

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 （令和元年６月11日閣議決定）（抜粋）
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